
食
品
な
ど
の
放
射
性
物
質
簡
易
検
査
を
行
っ
て
い
ま
す

食
品
な
ど
の
放
射
性
物
質
簡
易
検
査
を
行
っ
て
い
ま
す
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と
　
き
　
５
月
18
日
㈯

と
こ
ろ
　
三
湖
台
・
紅
葉
台
　

　
　
　
　
（
山
梨
県
鳴
沢
村
）

対
　
象
　
中
学
生
以
上
の
市
内

　
　
　
　
在
住
・
在
勤
者

※
健
康
で
体
力
に
自
信
の
あ
る

方
に
限
り
ま
す
。
（
中
学
生
は

保
護
者
の
同
伴
が
必
要
。
）

費
　
用
　
１
人
3
9
０
０
円

定
　
員
　
82
人
（
申
込
順
）
　

※
一
人
で
２
人
分
ま
で
申
し
込

み
で
き
ま
す
。

申
込
方
法

　
申
込
期
間
内
に
費
用
を
添
え

　
て
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
へ
お

　
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
期
間
　
４
月
13
日
〜

　
　
　
　
　
　
　
　
５
月
４
日

※
バ
ス
の
座
席
は
、
申
し
込
み

を
受
け
付
け
る
際
に
指
定
し
ま

す
。

※
参
加
申
込
数
に
よ
り
、
催
行

第
４４
回
春
の
市
民
ハ
イ
キ
ン
グ
参
加
者
を
募
集

人
数
の
変
更
や
中
止
を
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

※
当
日
は
、
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ

集
合
・
出
発
・
解
散
と
な
り
ま

す
。

　
詳
し
く
は
、
市
教
育
委
員
会

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
（
ス
ポ
ー
ツ

プ
ラ
ザ
内
）
☎
４
４
３
―
１
４

６
５
へ
。

第
４４
回
春
の
市
民
ハ
イ
キ
ン
グ
参
加
者
を
募
集

　
市
内
の
施
工
業
者
に
よ
り
自

己
所
有
住
宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム
工

事
を
行
う
市
民
の
方
に
補
助
金

を
交
付
し
ま
す
。

受
付
期
間

　
４
月
１
日
〜
12
月
20
日

受
付
場
所

　
市
役
所
都
市
計
画
課

受
付
件
数
　
30
件
（
申
込
順
）

※
予
算
に
達
し
た
時
点
で
終
了

と
な
り
ま
す
。

補
助
金
額

　
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
に
要
す
る

　
経
費
の
１
０
０
分
の
10
以
内

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
補
助
金
の
受
付
を
開
始
し
ま
す

　
（
千
円
未
満
は
切
り
捨
て
、

　
上
限
額
は
10
万
円
）

※
な
お
、
申
請
を
行
う
前
に
工

事
を
行
わ
れ
た
方
は
、
補
助
対

象
に
な
り
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
、
市
役
所
都
市
計

画
課
☎
４
４
３
│
１
４
３
０
へ
。

○
耐
震
診
断
補
助
金

　
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に

建
築
、
ま
た
は
工
事
着
工
さ
れ

た
個
人
の
木
造
住
宅
の
耐
震
診

断
を
行
う
市
民
の
方
に
補
助
金

を
交
付
し
ま
す
。

受
付
期
間

　
４
月
１
日
〜
12
月
20
日

受
付
場
所

　
市
役
所
都
市
計
画
課

受
付
件
数
　
10
件
（
申
込
順
）

補
助
金
額

　
耐
震
診
断
に
要
す
る
経
費
の

　
３
分
の
２
以
内
（
千
円
未
満

　
切
り
捨
て
、
上
限
額
８
万
円
）

※
な
お
、
申
請
を
行
う
前
に
耐

震
診
断
を
行
わ
れ
た
方
は
、
補

助
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

○
耐
震
改
修
工
事
補
助
金
　

　
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に

建
築
、
ま
た
は
工
事
着
工
さ
れ

た
個
人
の
木
造
住
宅
で
、
耐
震

診
断
の
結
果
が
1
・
0
未
満
（
倒

壊
の
お
そ
れ
が
あ
る
）
の
木
造

住
宅
に
対
し
て
、
耐
震
改
修
工

事
を
行
う
市
民
の
方
に
補
助
金

を
交
付
し
ま
す
。

受
付
期
間

耐
震
診
断
補
助
金
・
耐
震
改
修
工
事
補
助
金
の
受
付
を
開
始
し
ま
す

耐
震
診
断
補
助
金
・
耐
震
改
修
工
事
補
助
金
の
受
付
を
開
始
し
ま
す

　
４
月
１
日
〜
12
月
20
日

受
付
場
所

　
市
役
所
都
市
計
画
課

受
付
件
数
　
10
件
（
申
込
順
）

補
助
金
額

　
耐
震
改
修
工
事
に
要
す
る
経

　
費
の
１
０
０
分
の
23
以
内
（
千

　
円
未
満
切
り
捨
て
、
上
限
額

　
は
30
万
円
）

※
な
お
、
申
請
を
行
う
前
に
耐

震
改
修
工
事
を
行
わ
れ
た
方
は
、

補
助
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
、
市
役
所
都
市
計

画
課
☎
４
４
３
│
１
４
３
０
へ
。

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
補
助
金
の
受
付
を
開
始
し
ま
す

　
市
で
は
、
市
民
の
方
々
の
健

康
お
よ
び
食
品
の
安
全
･
安
心

の
確
保
を
図
る
た
め
、
簡
易
型

放
射
性
物
質
検
査
機
器
に
よ
り

学
校
給
食
な
ど
の
検
査
を
行
う

ほ
か
、
市
民
お
よ
び
市
内
の
事

業
者
の
皆
さ
ん
か
ら
持
ち
込
ま

れ
た
食
品
な
ど
に
つ
い
て
簡
易

検
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

※
検
査
費
用
は
無
料
で
す
。

対
象
品
目

　
市
内
で
生
産
･
消
費
さ
れ
る

食
品
な
ど
（
ス
ー
パ
ー
な
ど
で

購
入
し
た
も
の
は
除
き
ま
す
）

　
飲
料
物
・
飲
料
水
に
つ
い
て

は
、
10
ベ
ク
レ
ル
／
㎏
が
基
準

値
で
す
が
、
簡
易
検
査
で
あ
る

た
め
、
あ
く
ま
で
も
目
安
と
し

て
の
測
定
と
な
り
ま
す
の
で
、

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
水
道
水
は
対
象
外
で
す
。

予
約
･
申
込
方
法

　
検
査
希
望
日
の
前
月
１
日
か

ら
検
査
希
望
日
の
前
日
ま
で
に

市
役
所
農
政
課
窓
口
ま
た
は
電

話
に
て
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
後
に
申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
検
査
は
１
人
に
つ
き
１
回
、

１
検
体
ま
で
と
し
ま
す
。

　
次
回
の
検
査
は
、
予
約
済
み

の
検
査
終
了
後
に
ご
予
約
く
だ

さ
い
。

検
査
日
･
受
付
件
数

　
毎
週
月
･
水
･
金
曜
日
（
祝

日
･
年
末
年
始
を
除
く
）

　
午
前
･
午
後
　
各
３
件

※
休
庁
日
は
除
き
ま
す

検
体
の
持
ち
込
み
な
ど

　
検
体
は
、
１
ℓ
の
容
器
に
充

食
品
な
ど
の
放
射
性
物
質
簡
易
検
査
を
行
っ
て
い
ま
す

填
し
て
検
査
を
行
い
ま
す
。

　
可
食
部
の
み
を
細
か
く
き
ざ

む
・
つ
ぶ
す
な
ど
し
て
よ
く
洗

浄
し
た
容
器
な
ど
に
入
れ
て
ご

持
参
く
だ
さ
い
。

　
目
安
と
し
て
、
葉
も
の
野
菜

な
ど
は
２
㎏
以
上
、
飲
料
物
で

あ
れ
ば
、
１
・
１
ℓ
以
上
必
要

で
す
。

　
検
体
は
、
検
査
終
了
後
に
お

持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
。

検
査
結
果
に
つ
い
て

　
検
査
終
了
後
、
検
査
結
果
報

告
書
を
お
渡
し
し
ま
す
。
た
だ

し
、
簡
易
検
査
の
た
め
、
証
明

書
と
し
て
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

検
査
結
果
は
、
品
目
・
数
値
を

公
表
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
市
役
所
農
政
課
☎

４
４
３
│
１
４
０
２
へ
。

食
品
な
ど
の
放
射
性
物
質
簡
易
検
査
を
行
っ
て
い
ま
す

　
道
路
に
樹
木
の
枝
な
ど
が
張

り
出
し
て
い
る
と
、
車
両
や
歩

行
者
の
通
行
の
妨
げ
に
な
り
ま

す
。

　
ま
た
、
張
り
出
し
た
枝
な
ど

に
よ
り
通
行
す
る
車
両
な
ど
が

傷
つ
い
た
場
合
、
そ
の
所
有
者

に
損
害
賠
償
を
求
め
ら
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　
道
路
沿
い
の
土
地
を
所
有
ま

た
は
管
理
さ
れ
て
い
る
方
は
、

樹
木
の
枝
な
ど
が
道
路
に
張
り

出
さ
な
い
よ
う
に
適
切
な
管
理

を
し
、
道
路
の
安
全
交
通
に
ご

協
力
く
だ
さ
い
。

※
道
路
法
第
30
条
お
よ
び
道
路

構
造
令
第
12
条
で
は
道
路
を
安

全
に
通
行
す
る
た
め
、
車
道
の

上
空
4
・
5
m
、
歩
道
の
2
・

5
m
の
範
囲
に
通
行
の
障
害
に

な
る
物
（
樹
木
・
看
板
な
ど
）

は
置
い
て
は
な
ら
な
い
と
規
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
市
役
所
道
路
河

川
課
☎
４
４
３
│
１
４
２
０
へ
。

樹
木
の
枝
な
ど
が
道
路
に
張
り
出
し
て
い
ま
せ
ん
か

樹
木
の
枝
な
ど
が
道
路
に
張
り
出
し
て
い
ま
せ
ん
か

4.5m

2.5m
建築限界の範囲
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